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入
院
時
の
限
度
額
・
減
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
老
人
医
療
受
給
者
に
は
「
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」（
【
表
１
】

）
を
交
付
し
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者

に
は
課
税
状
況
な
ど
に
応
じ
て
、

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」（
【
表
１
】


）
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」（
【
表
１
】

）

を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
入
院
に
よ
り
、
新
た
に
認
定
証

が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の

都
度
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

纂
老
人
医
療
受
給
者

【
対
象
者
】
　
住
民
税
非
課
税
世
帯

　
の
老
人
医
療
受
給
者

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　
①
老
人
医
療
受
給
者
証

　
②
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
は
除
く
）

■
認
定
証
の
適
用
区
分
が
「
低
所

得
者
Ⅱ
」
の
人
で
、
過
去
　
カ
月

１２

の
入
院
日
数
が
　
日
を
超
え
る
場

９０

合
に
は
、
食
事
代
の
負
担
が
さ
ら

国民健康保険限度額適用・標
準負担額減額認定証（）

国民健康保険限度額適用認
定証（）

老人医療の限度額適用・標
準負担額減額認定証（）

種
類

用紙の色＝白、線の色＝黒用紙の色＝白、線の色＝黒用紙の色＝白、線の色＝青色

入院時の窓口負担が自己限度
額までと食事代が減額

入院時の窓口負担が自己限
度額まで

入院時の窓口負担が自己限
度額までと食事代が減額

摘
要

▼７０歳未満の人＝原則、国民
健康保険税の滞納がなくかつ
世帯主と国民健康保険加入者
が住民税非課税世帯の人

▼７０歳以上の人＝世帯主と国
民健康保険加入者が住民税非
課税世帯の人

７０歳未満の人で、原則、国
民健康保険税に滞納がない
世帯の人

老人保健該当者※で住民税
非課税世帯の人

※老人保健該当者
　 ▼昭和７年９月３０日以前
　に生まれた人
　 ▼７５歳以上の人
　 ▼一定の障害のある６５歳
　以上の人

対
象
者

  

【表１】

　
入
院
を
し
た
と
き
に
医
療
機
関

へ
提
示
す
る
こ
と
で
、
窓
口
で
の

支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

と
、
入
院
を
し
た
と
き
の
食
事
代

の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
「
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
の
有
効
期
限

が
７
月
　
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

３１

す
。
８
月
１
日
以
降
も
継
続
し
て

入
院
す
る
人
、
ま
た
は
入
院
す
る

予
定
の
人
は
申
請
が
必
要
で
す
の

で
、
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
で

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

に
軽
減
さ
れ
ま
す
の
で
、
併
せ
て

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
　

　
①
老
人
医
療
受
給
者
証

　
②
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
は
除
く
）

　
③
入
院
日
数
が
分
か
る
病
院
の

　
領
収
書

【
問
い
合
わ
せ
】
　

　
市
民
生
活
部
保
険
医
療
課

　
医
療
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
６

５８

国
民
健
康
保
険
・
老
人
医
療
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

８
月
以
降
も
継
続
し
て
入
院
す

る
人
、
入
院
す
る
予
定
の
人
は

申
請
が
必
要
で
す
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国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
のの

再
交
付
申
請
に
つ
い

　
　
　
　
　
再
交
付
申
請
に
つ
い
てて

入
し
て
い
る
同
じ
世
帯
の
人
が
申

請
す
る
場
合

　
本
人
と
確
認
が
で
き
て
、
世
帯

主
か
ら
の
委
任
状
が
あ
り
、
申
請

書
の
記
入
事
項
に
誤
り
が
な
け
れ

ば
、
即
時
交
付
し
ま
す
。

◆
世
帯
主
で
も
な
く
、
国
保
加
入

者
で
も
な
い
同
じ
世
帯
の
人
お
よ

び
別
世
帯
の
人
が
申
請
す
る
場
合

　
本
人
と
確
認
が
で
き
て
、
世
帯

主
か
ら
の
委
任
状
が
あ
り
、
申
請

書
の
記
入
事
項
に
誤
り
が
な
け
れ

ば
、
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
し
ま
す
。

【
申
請
場
所
】
　

　
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

【
問
い
合
わ
せ
】

　
市
民
生
活
部
保
険
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
６

５８

纂
国
民
健
康
保
険
加
入
者

【
対
象
者
】
　
国
民
健
康
保
険
加
入

　
者
で
、
国
民
健
康
保
険
税
の
滞

　
納
が
な
い
世
帯
の
人

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

　
①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　
②
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
は
除
く
）

■
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
で
、

過
去
　
カ
月
の
入
院
日
数
が
　
日

１２

９０

を
超
え
る
場
合
に
は
、
食
事
代
の

負
担
が
さ
ら
に
軽
減
さ
れ
ま
す
の

で
、
併
せ
て
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
　

　
①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　
②
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
式
は
除
く
）

　
③
入
院
日
数
が
分
か
る
病
院
の

　
領
収
書

【
問
い
合
わ
せ
】

　
市
民
生
活
部
保
険
医
療
課

　
国
民
健
康
保
険
係

　
緯
０
２
２
０
（
　
）
２
１
６
６

５８

　
紛
失
す
る
な
ど
し
て
、
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
を
再
交
付
す

る
場
合
の
申
請
者
は
、
原
則
と
し

て
世
帯
主
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
世
帯
主
か
ら
の
委
任
状
が

あ
れ
ば
、
世
帯
主
以
外
の
人
も
申

請
で
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
交
付
後
の
ト
ラ
ブ
ル

を
防
ぐ
た
め
に
、
申
請
す
る
人
が

本
人
か
ど
う
か
確
認
で
き
る
書
類

【
表
２
】を
提
示
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
の
で
、
必
ず
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
取
り
扱
い
は
次
の

と
お
り
で
す
。

◆
世
帯
主
が
申
請
す
る
場
合

　
本
人
と
確
認
が
で
き
て
、
申
請

書
の
記
入
事
項
に
誤
り
が
な
け
れ

ば
、
即
時
交
付
し
ま
す
。

◆
世
帯
主
で
は
な
く
、
国
保
に
加

国民健康保険
高齢受給者証
の更新

▲高齢受給者証の用紙の色は
ピンク色です

　国の保険制度改正に伴い、

現在、一部負担割合が１割の

人は２割に変更となります。

このため、今回交付する高齢

受給者証の有効期限は、平成

２０年３月３１日までとなり、３

月下旬に新しい負担割合の受

給者証を交付します。

【問い合わせ】

　市民生活部保険医療課

　国民健康保険係

　緯 0220（58）2166

　７０歳から７４歳までの人（老

人保健該当者は除く）に交付

している「国民健康保険高齢

受給者証」の有効期限が、７

月３１日までとなっています。

　新しい受給者証は７月２０日

（金）以降に区長さんが配布し

ますので受領してください。

次のことを確認してください

▼住所、氏名、生年月日など

の記載に誤りがないか確認し

てください。

▼受給者証を受け取ったら、

区長さんが持参する受領書に

印鑑を押してください。

▼有効期限の切れた受給者証

は破棄してください。

平成２０年４月から
一部負担金の割合が

変わります

（１）次のいずれか１点

　①運転免許証

　②パスポート

　③外国人登録証明書

　④そのほか官公庁が発行する顔写真が付いているもの

（２）上記（１）の①～④がない場合は、次のいずれか２点

　①共済組合、国民健康保険などの各種健康保険被保険者証

　②年金手帳

　③国民年金、厚生年金、船員年金に係る年金証書

　④老人保健法医療受給者証　　

　⑤介護保険被保険者証

　⑥国民健康保険税納税通知書

　⑦会社などの身分証明書（顔写真付）

　⑧学生証（顔写真付）　

　⑨そのほか官公庁が発行するもので、上記①～⑥に類似するもの、

　　または会社、学校などで発行し顔写真が付いているもので、上記

　　⑦～⑧に類似するものであれば可

【表２】　申請する人が本人であることを証明する書類

※学生用および遠隔地の被保険者証の申請についても、同様の取り扱いとなります。




